
対象施設

スプリンクラー設備 ※３ 自動火災報知設備 消防機関へ通報する火災報知設備

改正前 平成27年4月～ 改正前 平成27年４月～ 改正前 平成27年4月～

【入所施設（障害児・重度障害者）、グループホーム（重度）】
※消防法施行令別表第１（６）項ロ関係

①障害児施設（入所）

②障害者支援施設・短期入所・グループホーム（障害支援
区分４以上の者が概ね８割を超えるものに限る。）

２７５㎡以上 全ての施設
※２を除く。

全ての施設 全ての施設

【上記以外（通所施設等）】
※消防法施行令別表第１（６）項ハ関係

①障害児施設（通所）

②障害者支援施設・短期入所・グループホーム（障害支援
区分４以上の者が概ね８割を超えるものを除く。）

③身体障害者福祉センター、地域活動支援センター、
福祉ホーム、障害福祉サービス事業所（生活介護 、
、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援）

６０００㎡以上
（平屋建てを除く） ３００㎡以上

利用者を入居さ
せ、若しくは宿
泊させるもの、
又は、延べ面積
が300㎡以上の
もの

５００㎡以上

【 （新設）平成27年4月～（既設※１）平成３０年４月～】

グループホーム等における消防設備の設置義務

※１ 既存のグループホーム（新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中のものを含む）については、平成３０年３月末までの猶予期間あり。
※２ 障害支援区分の認定調査項目のうち、障害支援区分４以上で「移乗」「移動」 「危険の認識」 「説明の理解」 「多動・行動停止」「不安定な行動」の6項目のいずれの項目も「全面的な支援が必要」「理解できない」

「判断できない」等に該当しない者の数と障害支援区分３以下の者の数との合計が利用者の２割以上であって、延べ面積が275㎡未満のもの
※３ 防火区画を設けること等による構造上の免除要件あり（別紙）

★平成27年４月から基準を変更
消防機関へ通報する火災報知設備は、自動火災報知設

備の感知器の作動と連動して起動するものとするよう基
準を変更

（参考３）


